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情報通信審議会 情報通信政策部会 

デジタル・コンテンツの流通の促進等に関する検討委員会 第５回 議事概要 

 

１ 日時：平成１８年１１月２７日（月）１０：３０～１２：００ 

２ 場所：三田共用会議所 大会議室 

３ 出席者（敬称略） 

（１）委員（専門委員含む） 

村井 純（主査）、浅野 睦八、池田 朋之、石井 亮平、石橋 庸敏、稲葉 悠、岩浪 剛

太、植井 理行、大渕 哲也、華頂 尚隆、河村真紀子、岸上 順一、佐藤 信彦、椎名 

和夫、関 祥行、菅原 瑞夫、高田 真治、高橋 伸子、田胡 修一、所眞理雄、土井美

和子、中島不二雄、長田 三紀、中村伊知哉、野坂 章雄、福田 俊男、堀 義貴 

                          （以上２７名） 

（２）オブザーバー 

亀井 正博（社団法人電子情報技術産業協会）、川瀬 真（文化庁）、杉原 佳尭（インテ

ル株式会社）、坪内 有一（社団法人電子情報技術産業協会）、中村 秀治（株式会社三菱

総合研究所）、中村 吉二（社団法人日本音楽事業者協会）、畑中 康作（インテル株式会

社）、藤沢 秀一（日本放送協会）、元橋 圭哉（日本放送協会）、安江 憲介（株式会社三

菱総合研究所）、吉田 和正（インテル株式会社） 

（３）事務局 

小笠原情報通信政策局情報通信政策課コンテンツ流通促進室長 

（４）総務省 

勝野審議官、佐藤情報通信政策課長 

４ 議題 

（１）諸外国の動向・保護技術の状況等（２） 

○ 安江オブザーバー、中村（秀）オブザーバーより、資料１に基づき、コンテンツの利

用に係る諸外国の動向等につき説明。 

○ 吉田オブザーバーより、資料２に基づき、コンテンツ利用技術につき説明。 

○ 質問（１）、「ホワイト・ハウス」「２４」等、無料広告放送の地上波に最初に放映され

る、人気コンテンツもある。 

○ 質問（２）、日本の劇場用映画のマルチユースは、劇場公開、６カ月後ＤＶＤ等パッケ

ージ販売、１年後無料地上波放送、それから有料放送という順番。アメリカは、劇場公

開から、ＤＶＤ等パッケージ販売、それとほぼ同時の有料放送（ケーブル、衛星等プレ

ミアムペイテレビ）、最後に無料地上波放送という順番であるため、劇場公開後にパッケ
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ージと、有料放送で大きくリクープし、場合によっては無料地上波放送に出さなくても

一順目のマルチユースが成立するが、日本は無料地上波放送で大きくリクープしないと

ビジネスとして成り立たない。 

○ 質問（３）、映画は映画製作者が多額の製作資金を投入して製作するが、その投下資本

は回収が必ずしも約束されていないリスクマネーであり、映画ビジネスは完成原版を複

製し、映画の命のある限りマルチユースし投下資本を回収することで成り立っている。

複製行為により海賊版が作成される場合は勿論、家庭内で複製物が保存、視聴される場

合でも、映画の著作権者である映画製作者の通常のビジネスを阻害すると考えている。

あらゆる局面でコピーガードは必要不可欠であり、複製行為が行われる場合には、その

対価を徴収することが映画製作者の生命線である。 

○ 質問（４）、米国その他で、放送におけるコピー制御のあり方について、法制度で規律

している例は、米国以外では見つかっていない。 

○ 質問（５）、ＥＰＮについて、Ｄ―ＰＡ認定の保護方式に対応した機器とメディアを用

いた場合は、コピーの世代や個数に制限はない。１１月１日現在、１１種類の保護方式

がＤ―ＰＡ認定。例えばＤＶＤ用の保護方式としては、ＣＰＲＭが認められており、非

対応機器とは、ＣＰＲＭ対応していないＤＶＤレコーダー、ＤＶＤプレイヤー、ＤＶＤ

ドライブ、ＤＶＤプレイヤーソフトウエアのこと。ＥＰＮはコピー制限がないという誤

解があるが、インターネット経由のコピーができない、認定保護方式に対応したセキュ

アーな機器とメディアの両方を用いないとコピーができないといった一定の制限がある。 

○ （保護方式に合わない機器とは、）例えばＤＶＤレコーダーの場合、国内市場にはデジ

タルチューナー搭載型と、アナログチューナーのみ搭載型があるが、デジタルチューナ

ー搭載型は、基本的に保護方式に対応していないとデジタル録画できないため、すべて

保護方式に対応している。アナログチューナーのみ搭載型については、市場ランキング

を見る限りでは、ほとんどが保護方式に対応しており、いわゆるデジタル放送をＣＰＲ

Ｍで録画してＤＶＤに焼いたものを再生できる機器である。一方、ＤＶＤプレイヤーの

場合、市場ランキングを見ると、保護方式に対応していないものも半分ぐらい出ている。

ＤＶＤドライブ、あるいはＤＶＤのＰＣソフトウエアについても、ＣＰＲＭ対応してい

るものとしていないものが、それぞれ市場にあると理解。 

○ 質問（６）、インターネットに視聴可能な状態で送信不可というのは、ＥＰＮに限定し

た話ではなく、ＥＰＮでもＣＯＧでも共通の話。コピー制御情報がＥＰＮの放送番組を

メディアへ暗号化記録した場合も、ＣＯＧの番組を暗号化記録した場合も同じ回答。 

○ 地上デジタル受信機の機能については、放送運用規定ＴＲ―Ｂ１４により受信した放

送番組をインターネットへの再送信につながる出力ができるような機能を有することを
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禁止しているので、例えば受信機でＥＰＮ、あるいはＣＯＧの放送番組を受信した後、

内蔵のハードディスクに暗号化記録し、その受信機の機能を使ってインターネットに送

信することはできない。 

○ 放送番組をＤＶＤ等のメディアに暗号化記録した場合、例えばＰＣのＯＳ機能等を用

いてメディア上の録画ファイルにアクセス可能であれば、そのファイルをインターネッ

トへ送信することは物理的には不可能ではないが、録画ファイルはメディア１枚ごとに

暗号化記録されているので、元のメディアと切り離した状態では再生、視聴できず、従

って、視聴可能な状態でインターネットへ送信することはできない。 

○ 質問（７）、基本的にＢ－ＣＡＳ方式、スクランブルによるエンフォースメント技術と、

コピー制御技術は全く別であり、あくまでコピー制限のため、エンフォースメントする

ために暗号化している、ということであるため、暗号化を停止しても受信機は地上デジ

タル放送を受信できる。 

○ 質問（８）、ＡＲＩＢで決めた「放送運用規定」について、放送事業者が定めなければ

ならない、内容についてそのまま電波法の技術規則にする、といった規定は、電波法・

放送法本体、電波法・放送法の政令、電波法・放送法の省令には一切出てこず、国とし

て放送運用規定を定めることを放送事業者に義務付けたり、その説明責任を放送事業者

に負わせたりといった義務は科しているわけではない。 

○ Ｄ―ＰＡやＡＲＩＢの観点で「認定」という言葉が出るが、この認定行為についても、

行政上全く定められていない。ＡＲＩＢ、Ｄ－ＰＡは公益法人であり、場合によっては

所管省庁である総務省等に届出いただき、行為能力を定める定款を認可することがある

が、ＡＲＩＢもＤ－ＰＡも定款の中に放送運用規定は出てこない。従って、行政が「認

定」行為をＡＲＩＢ、Ｄ－ＰＡに授権しているといったことは一切なく、放送運用規定

を変更する場合でも、定款にかかわれば別であるが、ＡＲＩＢ、Ｄ－ＰＡの判断で取り

決めを変えることについて、基本的に一切制約はない。放送事業者、メーカー間の個別

契約で放送運用規定を作ることはもちろん、変更についての取り決めについても、行政

がそれを制約するということは一切なく、全くの自由である。 

○ 質問（９）、現在販売されている日本の地上デジタル対応のデジタル録画機器に採用さ

れている、「チューナー一体型」のケース、「ムーブ」の意義、「バックアップ」「コピー

されるメディアの数」等の取り扱いにおいて、ＡＲＩＢとＤＴＣＰの規定は、別の分野

の規定である。 

○ 現在日本で販売されている「チューナー一体型」のケースはＤＴＣＰでは規定をして

いない。ハードディスクＤＶＤ一体型の記憶装置は、あくまでもＡＲＩＢの規定がかか

る。しかし、例えばこのチューナー一体型に外部の機械をつないだ場合は、ＤＴＣＰの



 

-4-

ルールがかかる。 

○ 「ムーブ」の意義であるが、配付しているアグリーメントのＢ－４の２.２３において、

ソースファンクションがあるライセンスのプロダクツから、シンクファンクションのあ

るところに移ることをムーブと規定している。シンクファンクションは、Ｂ－７の３.

１に、ムーブにおけるソースは、Ｂ－１３の３.１に規定されている。 

○ 「バックアップ」「コピーされるメディアの数」等の取り扱いは、Ｂ－７の２.２.３を

参照していただきたい。バックアップは可能であると書いてあり、コピーされるメディ

アの数は、Ｂ－６の２.２.１、２.２.２に、最初２つのコピーまでは許され、新たにライ

センスを発行した機器を利用すると、３つまで可能と書いてあると思われる。 

○ Copy One GenerationがＤＴＣＰをまたいだときに、ノー・モア・コピーのステート

になり、異なるメディアにコピーされる。つまり、ＤＴＣＰで渡るときにCopy One 

Generationはノー・モア・コピーになるから、One Generationと理解。 

○ 放送局側がCopy One Generationのステートで送り、ハードディスクで受け取ってス

トアしたところでノー・モア・コピーの状態にるから、ＤＴＣＰで他のメディアに渡す

ときにはムーブする必要があり、それがＡＲＩＢ放送運用規定で決まっているルールと

解釈。 

○ ＤＴＣＰ規定のＰＶＲに、このような位置付けの規定（現行のＣＯＧ）があるのでは

ないかということを伺いたい。ＰＶＲという表現はしていないが、ＰＶＲと内蔵のハー

ドディスクは、当該規定と運用規定を合わせて作っている。そういう意味では、規定の

中身は同じ内容になっているはずであり、そこの確認をしたい。 

○ 同一筐体にハードディスクとＤＶＤが入っているケースと、ＩＥＥＥをまたぐケース

を分けずに、ＤＴＣＰにおけるエンコーディングルールには、コピーネバー、Copy One 

Generation、コピーフリー、ＥＰＮがある。ＥＰＮしか選択できないという話だったが、

どうも違う。ＤＴＣＰ上のCopy One Generationは、メディアが違えば２つのコピーが

でき、さらに証明書を取得すれば、３つまでコピーができる。ＤＴＣＰの規定に従えば、

今行われている形はＣＯＧではない。 

○ 現在一般論で語られているCopy One Generationと言われているものと、ＤＴＣＰの

Copy One Generationというのは違う。 

○ ＩＥＥＥが介在するものはＤＴＣＰに縛られるから、例えば外部の機器をつなぐとき

には、２つまで、最大３つまでのコピーしかできないというCopy One Generationルー

ルがあるが、筐体一体型の機器はそれに縛られない。ＡＲＩＢ ＴＲ－Ｂ１４で規定さ

れた方式に従い同一筐体の製品が動くということは、ＤＴＣＰを触らなくても同一筐体

のものは、ＡＲＩＢの規定を変えれば違う製品が作れるはず。 
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○ 事実上コピーフリーのＥＰＮ方式に行く前に、例えば同一筐体のものであったらコピ

ーワンスで書き、枚数を例えば２枚とか３枚に制限する。パスが介在するものは、同一

メディアには１枚しかできないが、３枚までコピーできる。という中間的な方式がある

のではないか。それを説明しないで、ＥＰＮを主張するのはおかしい。消費者をだまし

ている。その合理性を説明して欲しい。 

○ （ＥＰＮ方式ではない中間的な方式については、）チューナーだけ利便性がよくなって

いいのかという反論が以前された。 

○ ＤＴＣＰのCopy One Generationを採用した場合、今あるものは、Copy One 

Generationの今のやり方に縛られる。これからそれを改善したものはよくなっていくが、

今あるものは今のまま、というレベルだと思う。 

○ ＪＥＩＴＡ側はすべてがＥＰＮという運用変更をお願いしているが、ＣＯＧである合

理的説明がつくものについては、一部あってもよいのではという併用論を第３次答申の

前に提出している。我々としては、視聴者の利便性の観点から、ＥＰＮが一番よいので

あるから、運用を変更してください、というお願いをしている。 

○ 現在販売中の地デジ録画機器の方式はＤＴＣＰ、国際基準と同じではないことが明ら

かになった。地上デジタル放送推進に関する検討委員会においても、メーカーはＡＲＩ

Ｂ方式だからできないと受け取れるような発言をしていた。総務省の説明によれば、法

的規制ではく、消費者保護のためには、規定を変えればよいだけであり、生産的な議論

を進めて頂きたい。 

○ 本来の意味でのＣＯＧにおいて、最大３つの異なるメディアにコピーした後、コンテ

ンツはハードディスクの中に残っている。 

○ 現行の商品がＡＲＩＢのＴＲ－Ｂ１４に則ってできているのは間違いない。ＪＥＩＴ

Ａと放送事業者が議論し、結論を出して、現行の商品になったのであり、消費者が使い

始めて問題が出てきたとしても、どちらのせいというような話ではない。例えば受信機

が受信し、録画した瞬間にノー・モア・コピーという状態にすることが、ＡＲＩＢのＴ

Ｒ－Ｂ１４で決まっていて、ノー・モア・コピーであるソースをＩＥＥＥ１３９４上で

渡すときには、受信機からムーブさせざるを得ない。しかも、ムーブするときのタイミ

ングなどを含めた方法もＤＴＣＰが言及していないところまでＡＲＩＢの規定で決まっ

ている。ＪＥＩＴＡと放送事業者の両者の合意の下にできている現在の商品について、

この場ではできるだけ、これからどうするべきかという議論をしたい。 

○ コピーワンスの見直しが、この会議のミッションであり、コピーワンスは、実はコピ

ーワンスではないこと、色々な方法があることが分かった。ＴＲを改めれば、同一筐体

のものは色々なことができる。ＤＴＣＰに絡むものも、３つまでコピーが取れるという
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話が出て、メーカーからも必ずしもＥＰＮしかできないとは言っていないと言われた。

それらの事実を元に、この委員会で新しいルールを考えていくべきだと思う。 

○ Ｂ１４放送運用規定Ｄ－ＰＡとあるが、ＡＲＩＢはＴＲ（テクニカルレポート）なの

で、放送運用規定はＡＲＩＢが作っているのではなく、Ｄ－ＰＡ、ＢＰＡが作っている。 

○ 消費者団体としては、権利者団体の方が言われたように、本来のＣＯＧに戻せばよい

という意見を言うつもりは全くない。そのような流れになっていく感じが、とても危険

に思われる。消費者の理解を得ていなかったことは分かるが、放送運用規定を変えたと

ころで、一体型の利便が高まればそれでよいとか、本来のＣＯＧに戻して３つコピーで

きるからそれでよいとは、現時点では思っていない。 

○ ＤＴＣＰの中にあるＣＯＧというのは、少なくともムーブを伴うようなものではなく、

ＣＯＧと言われて説明されてきたものは、コピーワンスではなく、ノー・モア・コピー

であった。文化のことを考えたら、権利者としてもこれには乗れない。そうではないル

ールを、そしてＥＰＮでもないルールを考えましょうということ。 

○ 色々な関係者がいるが、その人達がこれからどうするのが一番よいのかという議論を

始めようということについては賛成。その上で、ユーザーの利便性については私共が発

言をさせていただきたいと思う。 

○ シンクファンクションでフォーマットが異なれば同時に３個まで記録できるというの

がＤＴＣＰのＣＯＧだが、放送運用規定の場合、受信した後、同時であればハードディ

スクに１個、ＤＶＤに１個、ＳＤカードに１個とフォーマットが異なれば計３個まで受

信機で記録ができる。従って、ＡＲＩＢルールのＣＯＧとＤＴＣＰで送られたときの記

憶のルールはほぼ同一と理解。 

○ ハードディスクへの記録段階で、ノー・モア・コピーという状態になっていることを

前提に、それをコピーワンスの課題として議論してきたということが確認できた。技術

としての考え方が同じだということは分かっている。そのように決めたので、それで運

用され、それがコピーワンス問題となりここで議論してきたということが明らかになっ

た。 

○ ＥＰＮという技術がコピーフリーだと誤解されている部分があるが、ＥＰＮの考え方

と、機器に関する保護技術に対応している機器を限定できるという意味でのＥＰＮの説

明も何度もしていただいた。このことも含めて、ＥＰＮ及びＤＴＣＰの考え方、ＡＲＩ

Ｂでの運用ルール、それらを全部理解した中で、現状の状態をコピーワンスと呼んでい

たことについて、大体全体像を理解することができたのではないかと思う。 

（２）今後の検討スケジュール 

○ 小笠原コンテンツ流通促進室長より、資料３に基づき今後の検討スケジュールにつき
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説明。 

以 上 


